
令和８年度採用 東成瀬村会計年度任用職員募集要項 
 

受付期間 令和８年６月１日（月）から令和８年６月１０日（水） 

 

 東成瀬村では、以下の内容で会計年度任用職員を募集します。 

 

◆ 募集職種 

（１） 有害鳥獣対策員    １名 

・ 本村の有害鳥獣全般の対策と対応に関する業務を行っていただきます。 

・ 主な勤務場所は東成瀬村役場産業振興課です。 

・ 鳥獣の出没情報の整理、監視パトロール、捕獲用わな設置、捕獲駆除業務、追い払い業務、野生

鳥獣による被害状況などの調査及び相談対応、農家などに対する被害駆除方法などの指導助言、猟

友会との連携調整、有害鳥獣関係事務、その他関連事務を担当していただきます。 

 

◆ 応募資格 

（１）義務教育を終了し、健康で応募一覧による必要な資格等を有している方 

（２）以下の欠格事項に該当しない方 

・ 禁固刑以上に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなくなるまでの    

 人 

・ 東成瀬村において懲戒免職処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

・ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第 60条から第 63条までに規定 

する罪を犯し、刑に処せられた人 

・ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊する

ことを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した人 

 （３）普通自動車免許（ＡＴ限定可）を有し、実際に運転できる方 

 

 

◆ 応募方法 

・「東成瀬村会計年度任用職員任用申請書」及び「東成瀬村会計年度任用職員エントリーシート」を

役場産業振興課に提出してください。 

・申請書は役場総務課で配布しているほか、村公式ホームページからもダウンロード可能です。 

・資格等が必要な職種の場合、申請書と合わせて必要資格に関する免許証等の写しも提出してくだ

さい。 

・選考過程で卒業証明書等の提出を求めたり、関係機関に照会したりすることがあります。 

・提出された書類はお返しできませんので、ご了承ください。 

 

◆ 受付期間 

令和８年６月１日（月）から令和８年６月１０日（水）まで 

 窓口に提出する場合は、土曜日、日曜日、国民の祝日（休日）を除く午前８時３０分から午後５時

までとし、郵送の場合は、令和８年６月１０日（水）午後５時１５分まで到着したものに限り受付け

ます。 

 

 



◆ 選考方法 

書類選考により任用しますが、必要に応じて面接を行う場合があります。 

（面接実施する場合の日程は、申込者に対して別途お知らせします。）。 

 

◆ 任用内定 

・選考結果に基づき、令和８年６月下旬を目途に任用内定通知、補欠通知を行います。 

・補欠となった方は、年度末（翌年３月末）を期限として任用候補者名簿に登録し、欠員の状況に応

じて逐次任用します。 

・申込書の記載内容に虚偽が判明した場合、あるいは非行行為があった場合には任用を取り消す場

合があります。 

※電話によるお問い合わせにはお答えできません。 

 

 

◆ 任用期間 

・任期は令和８年度（令和８年７月１日から令和９年３月３１日まで）内となります。 

・任期が会計年度期間より短い場合は、同一職種であれば年度内でその任期を更新することが可能

です。この場合、選考は不要となりますが、他職種を希望する場合は、選考が必要となります。 

・勤務成績が良好で次年度も同様の職がある場合は、公募によらず再度任用する場合もあります。 

 

◆ 給与・報酬・手当等 

 給与・報酬・手当等は、ほぼ常勤の一般職に準じた「東成瀬村会計年度任用職員の給与及び費用弁

償に関する条例」等に基づき支給されますが、職歴など経験年数に応じ支給額を引き上げる場合があ

ります。また、期末手当及び勤勉手当の支給は次のとおりです。 

 

 １．期末手当 

○支給対象者（下記をすべて満たす方） 

・年度内に任期が６か月以上ある方 

・１週間あたりの勤務時間が１５時間３０分以上の方  

・基準日（６月１日、１２月１日）に在籍している方 

○支給額 

・基準月額の２.５２５月分（６月：１．２６２５月 １２月：１．２６２５月） 

※支給額は任用期間の長さによって調整があります。 

 

 ２．勤勉手当 

○支給対象者（下記をすべて満たす方） 

・年度内に任期が６か月以上ある方 

・１週間あたりの勤務時間が１５時間３０分以上の方  

・基準日（６月１日、１２月１日）に在籍している方 

○支給額 

・基準月額の２.１２５月分（６月：１．０６２５月 １２月：１．０６２５月） 

※支給額は任用期間の長さによって調整があります。 

 

 



◆ 休暇等 

 休暇は、「職員の勤務時間、休暇等に関する条例」等に基づき、常勤の一般職に準じて付与されま

す。また、年次有給休暇は、任期が６か月以上ある方は任用時に勤務条件に応じた日数が付与されま

す。任期が６か月未満の方は、連続した任期が６か月以上となり一定の条件を満たした場合に付与さ

れます。 

 

◆ 社会保険等 

 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険は、健康保険法（大正１１年法律第７０号）、厚生年金保険

法（昭和２９年法律第１１５号）及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）に定めるところによ

り、必要な要件を満たした場合に加入します。 

 

◆ その他留意事項 

 申請に際し、「東成瀬村会計年度任用職員について」を必ずお読みください。 

 

お問い合わせ先 

東成瀬村役場産業振興課 林政担当 

〒019-0801 東成瀬村田子内字仙人下３０－１ 

      電話 ０１８２－４７－３４０６ 


